
りにおわなくするようなマウスリンス、
それがミックスされたものもあります。
　池田　３種類あるのですけれども、
日本人は非常にきちょうめんで、まじ
めなので、ずっと使い続けることもあ
るかと思います。その功罪はどうなの
でしょう。
　品田　においを出してくるのは細菌
です。口の中の細菌がにおいを出して
くるので、口臭をある程度下げたい、
あまり口臭が出ないようにしたいとき
には、抗菌作用のあるようなものをあ
る一定期間は使い続けないと、一時的
に使っても効果は出てこないことがあ
ります。最近出ているものの中では、
あまりアルコールや刺激のないような
ものもありますので、自分で使ってみ
て、口の中がピリピリしたり、味がお
かしくなったというようなことがなけ
れば、何カ月か続けて使っても特に問
題はありません。数カ月使った臨床試
験がみられますが、その後の副作用に
関してはないか軽度で、長期間使って
も問題はないとの報告が出ています。
自分に合ったものであれば長期に使っ
ても大丈夫だと思います。

　池田　マウスウォッシュとか、歯磨
き剤に入っている成分をよくご覧にな
って、自分なりに試してみる。例えば
１カ月ぐらいは使い続けてみて、口の
中に異常がなければ、継続しても問題
はないだろうということですね。
　品田　はい。ただし、基本は舌苔の
清掃とプラークコントロールです。舌
苔とプラーク、歯垢はバイオフィルム
になっていますから、それをきちんと
清掃しないでマウスリンスだけ使って
も、効果はあまり出てこないです。
　池田　そういう意味では、自己判断
しないで、本当に口臭があるかも含め
て、歯科の先生に診断していただいて、
口腔清掃指導や歯周病の処置を受けな
がら、マウスウォッシュとかリンスで
対処していく。そしてそれが本当に効
果があるかをまた診ていくということ
ですね。
　品田　そうですね。
　池田　その繰り返しが一番効果が出
るということですね。
　品田　はい。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅰ）

国立がん研究センター理事長
中　釜　　斉

（聞き手　中村治雄）

日本のがん対策の現状と課題

　中村　中釜先生に、「新しい日本のが
ん対策─予防・根治・共生に向けて」
というタイトルでご企画をいただき、
これから37回にわたっていろいろな先
生方からお話をいただくことになりま
す。今回は先生に、日本のがん対策の
現状と課題ということで、基本法が中
心になるかと思いますが、2006年にで
きてから約10年、その辺の経緯からお
話をいただけますでしょうか。
　中釜　日本はがんの対策としては、
これまで50年以上続けている経緯があ
ります。がん対策がどのように進んで
きたかというと、1984年から国のがん
の10カ年戦略というものが進められ、
10年ごとに３期にわたって30年間、が
んの対策が進められてきたのです。そ
れによって一定の成果がありました。
第１期の10年はがんそのものを理解し
ようということから始まり、それに基
づいて第２期は、いろいろわかったが
んの本態に基づいて、がんを克服しよ
うという10年。それから2004年から始
まる第３期においては、いよいよがん

の罹患率、死亡率を下げようという具
体的な目標にたどり着き、その目標達
成のための10年だったと理解していま
す。
　しかし、基礎研究、臨床研究は進ん
だのですが、がんの死亡率の低減とい
う具体的なアウトカム、その克服まで
にはもう一押し必要だったということ
がおそらく皆の共通の理解だったと思
います。また、がんの患者さんが増え
ている中で、まだまだがんに対する認
知が十分でなかったところから、国会
議員、あるいは患者会の立ち上げで、
がん対策に関する法律ができたという
経緯があるかと思います。
　がん対策基本法の成立は2006年です
が、その基本理念としてかかげている
なかで強調しておきたいことが、３つ
ほどあります。１つめは、がん克服を
目指して、がんに関する専門的・学際
的な、または総合的な研究を推進する。
それによって予防・診断・治療にかか
る技術向上を図る。２つめは、がん患
者さんがどこにいても等しく同じよう
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トータル10年間たったわけですが、先
ほど言いましたように、20％減の目標
達成はなかなか難しい。どうしたもの
だろうかと、ちょうど2015年の12月に
がん対策加速化プランというものが国
の方針としてうたわれて、目標に達し
ていないのであれば、さらにそれを加
速しないといけないということで、加
速化プランが策定されました。それも
作られてから１年たっているのです。
加速化プランの中では、先ほど言いま
したように、予防が重要で、もっと頑
張らなければいけない。治療と研究も
重要であり、それから、がんと共生し
ていく。この３つの問題点を改めて明
確にして、さらに強化しようというこ
とです。このとき初めてゲノム医療と
いう言葉も出てきているのです。
　それを踏まえて、2016年12月９日に
改正がん対策基本法が制定されました。
12月16日にはそれが公布され、施行さ
れています。改正がん対策基本法が成
立して、それを踏まえて第３期の基本
計画が制定されることになります。そ
の準備が着々と進められているという
状況です。
　中村　その中で、予防というのがか
なり大きな意味を持つのだろうと思う
のですが、特にハイリスクの人に向け
て禁煙対策、その他、ワクチンのよう
なものができないだろうか、そういっ
た機運はあるのでしょうか。
　中釜　予防に関して言うと、日本人

のがんの一番大きな原因はたばこなの
です。次が感染症です。その次にアル
コールだったりとか、いろいろと続く
のですけれども、先生がおっしゃった
ワクチンに関しては、感染症の予防と
いう原因がはっきりしているので、し
っかりと進めなければいけないのです。
例えばB型肝炎に関しては予防がある
程度功を奏していますし、C型肝炎に
関してもいい薬ができました。残るは
子宮頸癌のヒトパピローマウイルスと
いうことになります。原因はわかって
いるので、それをどうやって予防して
いくのかということで、ワクチン以外
にも方法があるかと思うのですけれど
も、効果的に感染を予防するという意
味ではワクチンの開発というのは重要
です。子宮頸癌の領域も今様々な問題
があり、その問題を解決しなければい
けないと思います。それを踏まえたう
えで次の５年、10年に関しては積極的
に取り組んでいく必要があるだろうと
思います。
　予防の場合は、たばこのようなもの
は確実にやめれば済むことなので、原
因がわかっているもの、予防できるも
のは着実に予防することを徹底する必
要があると考えます。
　中村　もう一つ、私ども一般の内科
医から見て、もう少し腫瘍マーカーが
進歩してくれるといいという気がする
のですが。
　中釜　それは非常に重要なご指摘だ

な治療を受けられるようにすること。
３つめは、がん患者さんの個々の置か
れている状況に鑑みて、本人の意向を
十分に尊重してがんの治療方針を決め
る。つまり、患者さんと一体となって
決めていく。そのほかにも幾つかの理
念がかかげられていますが、これらの
基本理念に基づいた法律と理解できる
かと思います。
　それに基づいて、2007年から第１期
のがん対策基本計画が始まりました。
その基本計画の中では大きな方針とし
て、先ほど言いましたがんの死亡者の
減少、すべてのがん患者とその家族の
苦痛を軽減する。これが大きな目標と
して掲げられ、重点的な課題としては、
放射線治療、手術治療、化学療法、こ
ういうものをさらに充実して、専門的
な医療従事者を育てようというところ
が一つ。それから、治療だけではなく
て、がんと診断されたときから緩和を
しっかりしようということがうたわれ、
これが重要なのですが、がん登録を推
進する。それまでは、がんの登録とい
うのは病院あるいは地域単位で行われ
ていたのですけれども、国として登録
を積極的に推進するという話がこのと
き明確に基本計画の中に書き込まれた
という経緯があります。
　これが2007年から始まった基本計画
なのですが、10年間の目標として、が
んの死亡率という点では、75歳未満と
限定はしているのですけれども、10年

間で20％減少させましょうという目標
があったのです。そのときの20％減少
の根拠としては、それまでのがん対策
の効果として、自然に減っていくのが
10年間で10％あるということ。さらに、
禁煙等の予防対策、それから検診、が
ん医療の均てん化、日本中どこにいて
も同じような医療が受けられれば、治
療効果、死亡率という意味でも向上す
るだろう、改善するだろうというとこ
ろから、その３つの要素を踏まえてプ
ラス10％、合わせて20％というところ
で進められてきました。
　その基本計画に基づいて様々な施策
が進められたのですが、結果的には10
年たったところで20％には達せずに、
16％程度の減にとどまっています。
　中村　最近はかなりスピードアップ
されているように思いますが。
　中釜　治療効果としては、例えば５
年生存率という意味では確実な進歩が
見られています。ただ、一方で諸外国、
欧米に比べると、肺がんの減少率がま
だまだ十分ではなく、大腸がんの減少
率も想定よりも下がっていないとか、
乳がんは引き続き増えているのです。
ですから、一層この対策を充実させな
ければいけないという感があるかと思
います。
　中村　今度新しくまた策定をされる
という話ですが。
　中釜　第１期の基本計画、これは５
年間の基本計画で、第２期が５年で、
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トータル10年間たったわけですが、先
ほど言いましたように、20％減の目標
達成はなかなか難しい。どうしたもの
だろうかと、ちょうど2015年の12月に
がん対策加速化プランというものが国
の方針としてうたわれて、目標に達し
ていないのであれば、さらにそれを加
速しないといけないということで、加
速化プランが策定されました。それも
作られてから１年たっているのです。
加速化プランの中では、先ほど言いま
したように、予防が重要で、もっと頑
張らなければいけない。治療と研究も
重要であり、それから、がんと共生し
ていく。この３つの問題点を改めて明
確にして、さらに強化しようというこ
とです。このとき初めてゲノム医療と
いう言葉も出てきているのです。
　それを踏まえて、2016年12月９日に
改正がん対策基本法が制定されました。
12月16日にはそれが公布され、施行さ
れています。改正がん対策基本法が成
立して、それを踏まえて第３期の基本
計画が制定されることになります。そ
の準備が着々と進められているという
状況です。
　中村　その中で、予防というのがか
なり大きな意味を持つのだろうと思う
のですが、特にハイリスクの人に向け
て禁煙対策、その他、ワクチンのよう
なものができないだろうか、そういっ
た機運はあるのでしょうか。
　中釜　予防に関して言うと、日本人

のがんの一番大きな原因はたばこなの
です。次が感染症です。その次にアル
コールだったりとか、いろいろと続く
のですけれども、先生がおっしゃった
ワクチンに関しては、感染症の予防と
いう原因がはっきりしているので、し
っかりと進めなければいけないのです。
例えばB型肝炎に関しては予防がある
程度功を奏していますし、C型肝炎に
関してもいい薬ができました。残るは
子宮頸癌のヒトパピローマウイルスと
いうことになります。原因はわかって
いるので、それをどうやって予防して
いくのかということで、ワクチン以外
にも方法があるかと思うのですけれど
も、効果的に感染を予防するという意
味ではワクチンの開発というのは重要
です。子宮頸癌の領域も今様々な問題
があり、その問題を解決しなければい
けないと思います。それを踏まえたう
えで次の５年、10年に関しては積極的
に取り組んでいく必要があるだろうと
思います。
　予防の場合は、たばこのようなもの
は確実にやめれば済むことなので、原
因がわかっているもの、予防できるも
のは着実に予防することを徹底する必
要があると考えます。
　中村　もう一つ、私ども一般の内科
医から見て、もう少し腫瘍マーカーが
進歩してくれるといいという気がする
のですが。
　中釜　それは非常に重要なご指摘だ

な治療を受けられるようにすること。
３つめは、がん患者さんの個々の置か
れている状況に鑑みて、本人の意向を
十分に尊重してがんの治療方針を決め
る。つまり、患者さんと一体となって
決めていく。そのほかにも幾つかの理
念がかかげられていますが、これらの
基本理念に基づいた法律と理解できる
かと思います。
　それに基づいて、2007年から第１期
のがん対策基本計画が始まりました。
その基本計画の中では大きな方針とし
て、先ほど言いましたがんの死亡者の
減少、すべてのがん患者とその家族の
苦痛を軽減する。これが大きな目標と
して掲げられ、重点的な課題としては、
放射線治療、手術治療、化学療法、こ
ういうものをさらに充実して、専門的
な医療従事者を育てようというところ
が一つ。それから、治療だけではなく
て、がんと診断されたときから緩和を
しっかりしようということがうたわれ、
これが重要なのですが、がん登録を推
進する。それまでは、がんの登録とい
うのは病院あるいは地域単位で行われ
ていたのですけれども、国として登録
を積極的に推進するという話がこのと
き明確に基本計画の中に書き込まれた
という経緯があります。
　これが2007年から始まった基本計画
なのですが、10年間の目標として、が
んの死亡率という点では、75歳未満と
限定はしているのですけれども、10年

間で20％減少させましょうという目標
があったのです。そのときの20％減少
の根拠としては、それまでのがん対策
の効果として、自然に減っていくのが
10年間で10％あるということ。さらに、
禁煙等の予防対策、それから検診、が
ん医療の均てん化、日本中どこにいて
も同じような医療が受けられれば、治
療効果、死亡率という意味でも向上す
るだろう、改善するだろうというとこ
ろから、その３つの要素を踏まえてプ
ラス10％、合わせて20％というところ
で進められてきました。
　その基本計画に基づいて様々な施策
が進められたのですが、結果的には10
年たったところで20％には達せずに、
16％程度の減にとどまっています。
　中村　最近はかなりスピードアップ
されているように思いますが。
　中釜　治療効果としては、例えば５
年生存率という意味では確実な進歩が
見られています。ただ、一方で諸外国、
欧米に比べると、肺がんの減少率がま
だまだ十分ではなく、大腸がんの減少
率も想定よりも下がっていないとか、
乳がんは引き続き増えているのです。
ですから、一層この対策を充実させな
ければいけないという感があるかと思
います。
　中村　今度新しくまた策定をされる
という話ですが。
　中釜　第１期の基本計画、これは５
年間の基本計画で、第２期が５年で、
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と思います。例えば、たばこにしても、
生活習慣にしても、肥満、運動、様々
な要因があるかと思うのですけれども、
具体的にそれが進みにくい一つの理由
として、個々人が具体的に自分のリス
クを数字として認識するものがないか
らなのです。例えば、前立腺がんの
PSAだと、PSAが高い・低いといえば
人々は気にすると思うのですけれども、
予防の場合、一人ひとりのリスクを具
体的に表記するマーカーがあまりない
のです。そこは非常に重要なポイント
だと思っていて、そういう研究も今よ
うやくスタートしています。ゲノム的

なマーカーでも構わないですし、それ
以外の何か体の中の代謝産物とか、そ
ういうものがあって、それが具体的に
高いものがあれば、例えば運動してそ
れが下がってくれば具体的な予防効果
を実感できるでしょう。またゲノムで
も、ゲノムに基づいてリスクの高い人
が、それを予防することによってリス
クが減ることが実感できれば、先生が
おっしゃるように、予防対策というの
は着実に進みます。その牽引役になる
と思うので、マーカーの開発は重要だ
と思います。
　中村　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅰ）

国立がん研究センターがん対策情報センター長
若　尾　文　彦

（聞き手　齊藤郁夫）

がん罹患率・死亡率低減に向けた対策

　齊藤　がんに対して基本的な計画を
つくってアプローチしていくというこ
とですが、どんなことが行われている
のでしょうか。
　若尾　2007年にがん対策推進基本計
画というものが国の計画として立てら
れています。その計画では全体目標が
２つありまして、その第１に、がんに
よって亡くなる方を減らしましょう。
具体的に言いますと、75歳未満の方の
年齢調整死亡率を10年間で20％減らす
という計画が立てられています。
　齊藤　それに加えてどのようなこと
がありますか。
　若尾　２つめの目標としては、こち
らはもっと非常に測りにくいものなの
ですが、すべてのがん患者さんと家族
の方の苦痛を軽減して療養生活の質、
QOLを向上する。この２つが国の計画
の全体目標となっています。
　齊藤　それを推進する方策にはどの
ようなものがありますか。
　若尾　第１の亡くなる方を減らすに
は、大きく３つのアプローチが考えら

れています。まず１つめは、がん予防
を推進して、がんになる方を減らす。
これは罹患を減らすことにも結びつく
話になります。２つめとしては、治る
がんを増やしていく。それは、科学的
根拠に基づく検診を推進し、がん検診
の受診率を上げていく。さらに、精度
管理をしっかりしていく。有効ながん
検診を推進することで治るがんを増や
していく。３つめとしては、治療法、
標準治療を全国に広げていき、どこで
も一番よい治療が受けられるような医
療環境をつくっていく。さらには、新
しい治療法を開発していくということ
です。
　齊藤　その３本柱の最初の１本めの
がんの予防、そこはどうでしょう。
　若尾　がんの予防は、いろいろな生
活習慣も言われていますが、何といっ
てもがんの要因として一番大きなイン
パクトがあるのは喫煙です。これは男
性においても女性においても生活習慣
のなかで最も大きながんの要因となっ
ています。日本人は欧米に比べてまだ
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